
こよご面会について～窓越し面会&オンライン面会継続中～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種保険証類のご提示のお願い 
 

『介護保険負担割合証』『介護保険負担限度額認定証』 

『後期高齢者医療被保険者証』『国民健康保険被保険者証』 

 

平素よりひばり苑にご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、ご家族様のお手元に保管をしていただいております各種保険証

類の有効期限が令和６年７月 3１日となります。 

つきましては、新しい証書が市町村よりお手元に届きましたら、 

令和６年８月２３日（金）までにひばり苑受付までご提示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設 ひばり苑 

   

 

 

 

 

 

◆◆介護保険負担限度額認定証についてのご注意◆◆ 
 
・限度額認定証は市町村への申請が必要です。市町村へ必ず届出
をしてください。 

 
・上記期日までに市町村からの証書が届かない場合には必ずひば
り苑までご連絡をください。 

 
・連絡やご提示がない場合には、食費及び居住費の負担軽減が受
けられない場合がございますのでご注意ください。 

 
・世帯構成や収入等に変動が生じた場合には、適用期間中であっ

ても認定内容が変更になる場合があります。期間中に変更があ
った場合は、必ず窓口まで再度ご提示ください。 

※介護保険負担割合証も同様です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険負担割合証 

※市町村で色が変わります  

介護保険負担限度額認定証 
※市町村で色が変わります 

各種保険証類 見本 

後期高齢者医療被保険者証 
※市町村で色が変わります 

国民健康保険被保険者証（７５歳未満の方） 
※市町村で色が変わります 
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